
秋田工業高等専門学校教育研究支援基金要項

（設置）

第１条 秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，秋田工業高等専門学校教育研究支

援基金（以下「基金」という。）を置く。

（目的）

第２条 基金は，本校の教育研究活動を支援し，もって人材育成及び社会貢献に資することを

目的とする。

（事業）

第３条 基金は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。

（１）本校の教育の向上及び研究の支援

（２）本校の学生への奨学金等支援

（３）本校の学生・教職員の国際・文化・社会活動等支援

（４）構内の環境整備・美化の支援

（５）その他基金の目的達成に必要な事業

（運営費）

第４条 基金の運営は，基金に対する寄附金及びその果実，その他事業による収益等をもって

充てる。

（運営）

第５条 基金の管理運営に関する事項は運営会議で審議する。

（基金の管理）

第６条 基金は，この要項及び秋田工業高等専門学校寄附金事務取扱規則により管理するもの

とする。

（事業年度）

第７条 基金の事業年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わるものとする。

（事務局）

第８条 基金に，事務局を置く。

２ 事務局に関する庶務は，総務課において処理する。

（その他）

第９条 この要項に定めるもののほか，基金の運営に関し必要な事項は，別に定める。



附 則

１ この要項は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 秋田工業高等専門学校教育研究支援基金要項（平成１９年４月１日制定）は，廃止する。

附 則

この要項は，平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この要項は，平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この要項は，平成３１年４月１日から施行する。


